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「戦争する国」づくり
集団的自衛権行使は

現実に起こりえないことをあげ、
集団的自衛権行使容認を押しつける

「限定行使」は何の歯止めにもならない　
歯止めは憲法9条

　日本が攻撃を受けていないのに他国の戦争に参加できる集団的自衛権は、憲法9
条のもとで許されていません。ところが安倍首相は5月15日、集団的自衛権の否
定は「国民の生存を守る責任の放棄」とし、憲法解釈変更の検討を表明。中国が
軍事力を増強し、沖縄県尖閣諸島の領有権を主張していることや、北朝鮮の核・
ミサイル開発を念頭に、朝鮮半島有事を想定した事例をあげて「行使容認が必
要」としています。
　しかし、この事例について、柳沢協二・元内閣官房副長官補（安全保障担当）
は「現実に起こりえないこと」として批判しています。
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世論は圧倒的に
行使容認「反対」
　集団的自衛権行使容認について、報道各社の直近の
世論調査で「反対」が「賛成」を大きく上回っていま
す。日経は「反対」51%、「賛成」28%、朝日は「反
対」55%、「賛成」29%となっています。また、ANN
調査では、憲法解釈の見直しを進めていることに対し
て、「支持しない」44%、「支持する」34%、内閣支持
率は45.7%と前月比で12㌽急落しました。

　安保法制懇は、集団的自衛権の行使容認の「要件」をつけましたが、まったく武力行使の歯
止めになりません。「政府が総合的に判断する」などとしており、時の政権の判断で集団的自
衛権が行使できるようになります。海外での武力行使の最大の歯止めとなってきたのは、憲
法９条です。9条の解釈改憲は許されません。

安倍首相の示した事例
１　朝鮮半島有事を想定した「日本近海で紛争が発生し、邦人を救出・輸送する米艦の防護」
２　国連平和維持活動（ＰＫＯ）での「民間人警護」「他国部隊の駆けつけ警護」

　柳沢協二氏 : 集団的自衛権とは無縁、個別的自衛権、警察権で対応可能。そもそも北朝
鮮は戦争をする能力は99％ない。集団的自衛権を行使し他国の武力行使に加担すれば、
日本も攻撃対象になるリスクがあり、国民に示すべき。（5月19日都内で開かれた学習会で）

STOP！STOP！STOP！STOP！

憲法解釈変更による
集団的自衛権行使容認について

日本経済新聞5月26日付世論調査より
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